
金融再生法開示債権の状況

１．「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」とは、破産、会社更生、再生手続
　等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに
　準ずる債権です。
２．「危険債権」とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状
　態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受
　取りができない可能性の高い債権です。
３．「要管理債権」とは、「３カ月以上延滞債権」及び「貸出条件緩和債権」に該
　当する貸出金をいいます。
４．「正常債権」とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がない債
　権であり、「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管
　理債権」以外の債権をいいます。
５．「金融再生法上の不良債権」における「貸倒引当金」には、正常債権に対
　する一般貸倒引当金を除いて計上しております。
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■金融再生法ベースによる不良債権比率と残高推移

上記開示債権について、担保・保証等による回収見込み額には決済確実な割引手
形等を含めています。
当金庫保証付私募債で、当金庫が引受けている200百万円は正常債権に含めて
います。

土・日の休みにちょっと相談したい・・・

土・日相談コーナー
時間 ： 午前10時～午前12時

場所：平野支店

場所：各支店（一部開催しない店舗があります）

時間 ： 午後   1時～午後   4時

（通常）第3日曜日開催
時間 ： 午前9時～午後4時

祝祭日は休業させていただきます。但し、土・日と重なる日は営業します。

日頃お忙しい方のために、いろいろなご相談を承ります。

ローン相談会開催
ご融資手続き
簡単！

住宅ローン、
お使いみち自由な
フリーローンなど
ご相談下さい。

その他、
どんなことでも
お気軽に
ご相談下さい。

フリーダイヤル：0120-21-2387
TEL : 079-421-2721

（億円）

「勝原支店」（平成20年12月8日新設）

728 524


